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本号で公布された主な条例のあらまし
  

    

 

 

 

◇特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第26号） 

１ 知事の給料の減額 

  平成28年７月１日から同月31日までの間、知事の給料月額の100分の10を減額することとしました。 

２ 施行期日 

  この条例は、平成28年７月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県民生委員・児童委員の定数を定める条例の一部を改正する条例（新潟県条例第28号） 

１ 民生委員・児童委員の定数の変更 

  民生委員・児童委員の改選に伴い、市町村ごとの定数を変更することとしました。 

２ 施行期日 

  この条例は、平成28年12月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県児童福祉施設条例の一部を改正する条例（新潟県条例第30号） 

１ 指定管理者制度の導入 

新潟県新星学園の管理を指定管理者に行わせることができることとするとともに、指定管理者の指定の手続、

指定管理者が行う管理の基準、指定管理者が行う業務の範囲等を定めることとしました｡(第５条～第９条関係）

２ 施行期日 

この条例は、一部の規定を除き、平成29年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県認定こども園の要件等に関する条例（新潟県条例第31号） 

１ 基準告示及び基準省令の改正に伴う規定の整備 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に

基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を定める告示

及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める省令の改正に伴い、認

定こども園の要件等について、所要の規定を整備することとしました。 

２ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県森林整備地域活動支援基金条例の一部を改正する条例（新潟県条例第33号） 

１ 基金の設置期間の見直し 

  森林における計画的かつ一体的な施業の実施に不可欠な活動を支援することにより、森林の適正な整備及び

保全を図り、もって森林の有する多面的機能を持続的に発揮するため、新潟県森林整備地域活動支援基金の設

置期間を見直すこととしました｡(附則関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 


